
問合せ　  保険年金課国民健康保険担当・後期高齢者医療担当

　特別徴収の対象となるかたが口座振替で納付を希望する場合は、保険年金課で手続きが必要です（納付書
払いはできなくなります。）。

　令和8年4月から、次の全てに該当するかたは国民健康保険税または
後期高齢者医療保険料の特別徴収（年金天引き）を開始します。

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付方法国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付方法

国民健康保険・後期高齢者医療・
　　　　　　　　　国民年金に加入しているかたへ
国民健康保険・後期高齢者医療・
　　　　　　　　　国民年金に加入しているかたへ

問合せ　  保険年金課国民健康保険担当・後期高齢者医療担当・国民年金担当　

　市・県民税または所得税の申告は、国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料や医療費の自己負担限度
額を算出する基礎になります。
　また、国民年金保険料の免除の判定の基礎となり
ますので、税制度上家族の扶養に入っているかたや
収入がないかたもその旨を申告する必要があります。

申告がないと…
　保険税・料の軽減が受けられない場合があるだけ
でなく、高額療養費などが正しく計算できない場合
や、国民年金保険料の納付が困難で免除制度を利用
する際、不利になる場合があります。

特別徴収（年金天引き）を開始します

特別徴収から口座振替に変更することもできます

1国民健康保険に加入している世帯主で、令和7年4月
2日～10月1日の間に65歳になったかた
2世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下
であること（令和9年3月31日までに世帯主が75歳に
なる場合を除く。）
3世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること
4世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、介護保険
料と国民健康保険税の合計が年金受給額の2分の1を
超えないかた

国民健康保険税の場合

手続きに必要なもの

1令和7年4月2日～10月1日の間に加入
したかた
2白岡市の介護保険料が年金から特別
徴収されているかた
3介護保険料と後期高齢者医療保険料
の1回（期）当たりの特別徴収の合計
が、年金受給（受給額が年18万円以
上）の1回当たりの受給額の2分の1を
超えないかた

後期高齢者医療保険料の場合

※口座名義人と異なるかたが、キャッシュカードで
口座振替手続きをする場合は委任状が必要です。
※一部利用できないキャッシュカードがありますの
で、キャッシュカードや通帳・通帳届出印をお持
ちください。
※1月30日㈮までに手続きをした場合、4月分から
年金天引きを中止します。なお、口座振替手続き
の完了の時期により、年金天引きを中止する時期
が異なります（口座振替手続きが完了しないと年
金天引きは中止できません）。
※口座名義人は被保険者、被保険者の親族、被保険
者と生計を同一にするかたなどを指定できます。
口座振替に変更した場合、社会保険料控除は口座
名義人に適用されます。
※これまでの納付状況などから、口座振替への変更
が認められない場合があります。

1すでに口座振替を利用しているかた
・本人確認書類

2口座振替を利用していないかた
・本人確認書類
・通帳
・キャッシュカードまたは
　通帳届出印

▲
国民健康保険税について

▲
後期高齢者医療保険料について

についてのお願いについてのお願い固定資産税固定資産税

償却資産（固定資産税）の申告をお忘れなく

　ソーラーパネルなどの太陽光発電設備のうち、一定
規模の設備は償却資産の申告が必要となる場合があ
ります。対象資産をお持ちのかたは申告してください。
《申告の対象となる太陽光発電設備》

・空き地や家屋・カーポートなどの屋根に個人または
法人が事業用に設置した設備

・個人が住宅用に設置した設備のうち、発電能力が１０
ｋｗ以上のもの（屋根の上に乗せた設備も対象とな
りますが、家屋の一部として課税をしているものは
対象外です。）

太陽光発電設備に係る
償却資産の申告

　市では課税の適正化を図るため、申告の内容が適正
か、あるいは申告漏れがないかなどの確認をするため
に実地調査を行うことがあります。調査を実施する場
合は地方税法の規定に基づき、帳簿書類などの提出を
お願いすることがあります。

償却資産の実地調査

■償却資産とは
　土地・家屋以外の事業に用いるために所有する構築物、機械・装置、工具及び備品な
どの資産で、所得税や法人税で減価償却の対象となるもので、土地や家屋と同じよう
に固定資産税が課税されます。

■申告が必要なかた
　個人や法人で商店や工場、農業など営んでいるかた、駐車場やアパートなどの不動
産を貸し付けているかた、その他事業を行っているかたで、毎年１月１日時点で市内に
償却資産に該当する資産をお持ちのかたは、地方税法の規定に基づき申告の義務が
あります。

■申告方法
　2月2日㈪までに税務課（資産税担当）宛てに申告書を提出してください。
　なお、昨年度市が送付した申告書で申告したかたには今年度も市から申告書を送付
していますが、新たに事業を始めたかたなどで申告書が必要となる場合はお申し出く
ださい。

■償却資産の主な種類について
・構築物、建築附属設備など（門、外灯、構内舗装、変電設備など）
・機械及び装置（製造機械設備、土木建設機械、工作機械など）
・船舶、航空機（モーターボート、ヘリコプターなど）
・車両、運搬具（大型特殊自動車のうち建設機械以外のもの）
・工具、器具及び備品（机、いす、看板、冷暖房用機器など）　

家屋の届出に ～次の場合届出をお願いします～
○家屋を取り壊したとき
　　住宅や店舗、事務所、物置、車庫などの家屋を取り壊したと
きは届出をしてください。届出がない場合は取り壊したこと
が確認できず、翌年度以降もそのまま課税される場合があ
ります。
　　また、毎年５月にお送りしている納税通知書の明細書を確
認し、取り壊されている家屋
が記載されている場合も届
出をしてください。
　　なお、固定資産税は毎年１
月１日に所在する家屋が課税
対象となるため、年の途中で
取り壊した家屋があってもそ
の年は課税されます。

○未登記の家屋の名義を変更したとき
　　登記をしていない家屋（物置や住宅の離れなどに多く見られます。）の所有者が売買や
相続、その他の理由により変わった場合は届出をしてください。
　　登記をされている家屋は法務局からの通知により所有者の変更手続を行っています
が、登記をしていない家屋は届出がない場合、所有者の変更をすることができません。

※期間前は税務署内に確定申告会場はありません。また、期間中に所
得税・個人消費税・贈与税の申告相談の当日対応はできません。（一
部、国税庁LINE公式アカウントを通じたオンライン事前予約も受け
付けています。）。
※マイナンバーカードによるスマホ申告を基本とした相談体制として
いますので、マイナンバーカードと併せてパスワード（①署名用電子
証明書用 英数字６～16文字、②利用者証明用電子証明書用 数字４
桁）が分かるようにしてお越しください。

　毎年５月にお送りしている固定資産税・都市計画税の納税通知書には「課税資産
（土地・家屋）明細書」を同封しています。
　この明細書には、土地・家屋（一筆・一棟）ごとに課税資産の所在、地積・床面積、
評価額などと併せて、固定資産税・都市計画税相当額が記載されており、所得税の
確定申告（事業所得等の経費算出）に利用できます。

固定資産税を確定申告で経費算入するかたへ

所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場を開設します
所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場を開設します
所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場を開設します
所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場を開設します

会場での相談は、国税庁LINE公式アカウント
からオンライン事前予約をお願いします
※各会場で当日受付も行っていますが、当日の
相談枠に限りがあります。▲国税庁LINE

　公式アカウント

　確定申告は、自身のスマホやパソコンか
ら国税庁ホームページ「確定申告書等作成
コーナー」を利用するe－Taxが便利です。
　なお、マイナポータルとe－Taxを連携
（マイナポータル連携）すると、該当項目
や、給与所得や公的年金などの源泉徴収
票などが自動入力されるため書類の提出
や保存も不要です。
※マイナポータル連携を利用するには事
前準備が必要です。

◀確定申告は
　こちら

◀マイナポータル
　連携はこちら

◀国税庁
　ホームページ
「確定申告特集」

　e－Tax・作成コーナーヘルプデスク
　　　　　　　　　　☎0570（01）5901

●e－Tax・作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ

　受付▶平日月～金曜日（祝日及び年末年始を除く。）

税務課資産税担当税務課資産税担当問合せ 

春日部税務署☎048（733）2111春日部税務署☎048（733）2111問合せ 

期間　２月16日㈪～３月16日㈪
※土、日曜日、祝日を除く。ただし、3月1日㈰は開場します。

時間　午前8時30分～午後４時
（相談開始▶午前9時～）

春日部税務署内に
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